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１. 経営所得安定対策に加入されている『法人』の皆様へ

経営所得安定対策だより第５号です。
今回は、担い手として地域農業を支えている皆様に、経営を行っていく上で参
考として頂きたい体制整備の内容や税制特例についてお知らせします。
また、これから大豆の「毎年の生産量・品質に基づく交付金」の交付申請が本
格化する時期となりますが、申請様式の内容が変更になっておりますので、お
知らせします。

水田・畑作経営所得安定対策に加入されている法人の皆様方におかれまして
は、地域農業を担う中心的な存在として、益々ご活躍のことと思います。
本対策を通じ、皆様方に継続的に発展していただく上での大切なポイントを

お伝えしますので、御一読いただき、今後の経営方針の参考にしていただけた
ら幸いです。

一部の法人では、農業機械を保有していない、
また、機械を操作するオペレーターも雇用して
いない等、自らが農作業を行う体制を整備して
おらず、法人に委託した農作業をそのまま地域
の農業者が実施している事例が見受けられます。

忙しい時期に作業の一部を地域の農業者が実
施すること自体は問題ありませんが、担い手と
して、自ら作業を行う体制を整備することが重
要です。

そのためには、農業用機械の保有、オペレー
ターの雇用、作業計画の作成、作業日誌の管理
等など、作業体制を整備することをご一考くだ
さい。

一部の法人では、交付金や販売代金等から資
材費等を差し引いた残額の全てを、農作業を実
施した農業者に配分し、法人としては、収入と
支出が通過するだけという事例が見受けられま
す。

法人が構成員や委託した農業者に対し、生産
実績に忚じて配分すること自体には問題はあり
ませんが、地域農業の担い手として、より一層
発展していくためには、収支を適正に管理し、
収穫量や価格の変動等によるリスクや機械の更
新などの投資に備えるために、内部蓄積を行っ
てみてはどうでしょうか。

将来に備えて適正な内部蓄積を行う
作業は法人が自ら行う体制を整備
する

〈ポイントその２〉〈ポイントその１〉



２.「毎年の生産量・品質に基づく交付金｣の交付申請書が変更になりました

本年12月8日以降に、「毎年の生産量・品質に基づく交付金」の交付申請をされる
方は、新しい様式を用いて申請をしていただくようお願いします。交付申請期間中
の変更となり、お手数をお掛けしますが、よろしくお願いします。

※ 交付申請は、平成22年3月5日（金）までとなっています。忘れずに申請を行いましょう。

〈新しい様式〉

非銘柄大豆の特定加
工用大豆は、交付対象
外です。

誤って記載してしまっ
た事例が多くありまし
たので、分かりやすくし
ました。

！ 変更点はここです。

旧

新

「平成21年産」と記
入してください。

印鑑は、加入申請書（様
式第１号）、委任状と同
一のものを使用してくだ
さい。

※法人の場合、法人名と
代表者氏名を記入の上、
押印してください。



○ 認定農業者などが受け取った水田･畑作経営所得安定対策などの交付金や

補助金は、課税所得になりますが、農業経営改善計画などに従い、農業経営

基盤強化準備金として積み立てた場合、その積立額を個人は必要経費に、法

人は損金に算入することができるため、課税所得の減額が可能となります。

○ さらに、農業経営改善計画などに従い、５年以内に積み立てた準備金を取

り崩したり、受領した交付金などをそのまま用いて、農用地や農業用機械な

どの固定資産を取得した場合は、圧縮記帳をすることで、その年（事業年

度）の課税所得を減額し、納税額を平準化することが可能となります。

① 農業経営基盤強化準備金制度は、水田・畑作経営所得安定対策のほか、米政策改革推進

対策（産地確立交付金など）や、農地・水・環境保全向上対策（営農活動支援）の交付金

や補助金も対象になります。

② 特例の適用を受けるためには、確定申告を青色申告で行う必要があります。また、確定

申告の書類に農林水産大臣の証明書を添付する必要があります。農林水産大臣の証明書は

岐阜農政事務所で発行します。

③ 積立てから５年を経過したものは、順次、総収入金額（益金）に算入されます。

（注意事項等）

農用地や農業用機械などを取得した場

合、以下の金額の合計額の範囲内で圧縮

記帳

①準備金取崩額

②受領した交付金などの額

１ １

２

１

２

３

１年目

： 積み立てた準備金

１

２

３ 取り崩す

５

交付金などを準備金として積み

立てた場合、積立額の範囲内で

① 個人は必要経費算入

② 法人は損金算入

（積み立てない場合は課税対象）

準備金の積立て

２年目 ３年目 ４年目 ５年目

交付金などを投資に振り向け、経営発展！

農業用固定資産の取得

交付金等を準備金
として積み立てず
そのまま用いる４

３.農業経営の発展を税制特例がお手伝いします

～農業経営基盤強化準備金制度とは～

詳しくは、岐阜農政事務所農政推進課、またはお近くの地域課にお問い合わせください。



５.加入申請の内容に変更は、ありませんか？

東海農政局 岐阜農政事務所 農政推進課 岐阜市中鶉2- 26   ℡ 058- 271- 4044
（管轄区域：県下全域）

東海農政局 岐阜農政事務所 地域第一課 大垣市笠縫町509- 7 ℡ 0584- 73- 4351
（管轄区域：西濃地域）

東海農政局 岐阜農政事務所 地域第二課 高山市上岡本町7- 479        ℡ 0577- 32- 1155
（管轄区域：飛騨地域）

東海農政局 岐阜農政事務所 地域第三課 中津川市茄子川1646- 20    ℡ 0573- 68- 3838
（管轄区域：中濃・東濃地域）

●収入減少補てん交付申請 (４ /１～４ /３０）

品質区分別生産量が確定しないため、3月5日までに交付申請できない対象農産物も、3月31日までに品質区分別生産
量が確定したものは、4月1日以降に交付申請を行うことができます。
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お問い合わせ

申請手続 支払時期

４月

５月

６月

７月

12月

平成21年11月

２月

３月

成績払交付金

（大豆、麦）

●成績払交付申請（大豆、麦）（～３/５）平成22年１月

収入減少補てん交付金

４.平成21年産 水田経営所得安定対策のスケジュール


